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働き方改革関連法！
施行まで待ったなし

ての時間外労働はできなくなりました。
　上限規制の法律の補足としては、原則月45時間を超え
ることができるのは、年間6回までと決められています。複
数月平均80時間以内とは、2～6カ月の平均で、いずれの
複数月の平均において80時間以内ということです。この
平均時間は、法施工日をまたぐ36協定にも適用されます
ので注意をしてください。上限規制違反については、労働
基準法（36条6項）違反となります。
（2）年次有給休暇の付与を義務づけ
　年5日の年休の付与について、10日以上付与されている
労働者に対して、使用者が年休の時季の希望を聴取して、
会社が時季を指定するというものです。ただし、労働者が
自ら時季を指定して5日の年休を取得した場合や、会社が
年休計画的付与として5日行われた場合には、会社は時季
を指定する必要はありません。労働者が自ら5日未満の年
休を取得や会社の年休計画的付与が5日未満の場合には、
5日に足りない部分の指定をしないといけません。計画的
付与については、一斉付与、交替付与、個人付与といずれに
するのか、長期欠勤になる場合の対応など考慮していく必
要があります。労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成
し、3年間の保存義務があります。時季指定の付与義務違
反については、労働基準法（36条7項）違反となります。

（1）時間外労働等改善助成金の概要

①時間外労働上限設定コース・・・平成28年度または平成
29年度に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働
時間の延長の限度」を超える内容の時間外協定を締結して
おり、平成30年度または平成31年度に労働時間数を短縮
して時間外協定を提出するなど。
②テレワークコース・・・クラウドサービスの導入や労働者
に対する研修、外部専門家による導入のためのコンサル
ティングの実施など。
③勤務間インターバル導入コース・・・勤務間インターバル
の新規導入、勤務間インターバルを導入している事業所で
も適用の拡大など。
④職場意識改善コース・・・年次有給休暇の取得促進や所
定外労働の削減など。
⑤団体推進コース・・・事業主団体などが時間外労働の削
減または賃金引上げに向けた取り組みを行うなど。
（2）業務改善助成金の概要
①事業所内最低賃金を一定以上引き上げ、設備投資など
を行った場合の費用の一部補助など。
　最後に、この先、生産年齢人口が減少すると言われてい
ますが、これを従業員の働き方を見直すチャンスと捉える
べきでしょう。これからの運送事業者は、労働時間の上限
を厳守していくと共に、従業員の健康やワークライフバラ
ンスも考えていかなくてはなりません。また、労働者一人ひ
とりも会社の一員として、生産性を向上させる組織づくり
に協力しましょう。

21世紀の労務管理プラン

続・成功する
人材活用

　前号に引き続き、働き方改革関連法案について特集して
います。働き方改革とは、働く方々が個々の事情に応じて
多様な働き方を選択できる社会を実現し、雇用形態に関わ
らない公正な待遇を確保することをめざしています。そこ
で、働き方改革を総合的かつ継続的に推進するため、働き
方改革の関係法律の整備に関する法律が2018年7月6日
に公布されました。2019年4月1日より大企業だけではな
く、中小企業にも長時間労働の是正や多様で柔軟な働き
方の実現など順次施行されていきます。概要は以下のよう
になっています。
（1）労働時間に関する制度の見直し
①時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原
則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間
以内（時間外労働のみ）単月100時間未満（時間外労働＋
休日労働）、複数月平均80時間以内（時間外労働＋休日労
働）を限度に設定。
②年10日以上の年次有給休暇（＝年休）が付与されている
労働者（管理監督者含む）に対して、使用者は年5日の年休
の取得時季を指定すること。
③月60時間を超える時間外労働の割増率（50％）につい
て、中小企業への猶予措置を廃止。
④フレックスタイム制の労働時間の清算期間の上限を3カ
月に延長し、労働時間清算の仕組みなどを整備。
⑤高度プロフェッショナル制度の創設と健康の確保のため
の仕組みなどを整備。
（2）勤務間インターバル制度の導入促進
①前日の終業時刻と当日の始業時刻の間に、一定時間の
休憩を確保する努力義務を規定。
（3）長時間労働者の健康確保など
①労働時間を客観的な方法により、把握することの義務づ
け（管理監督者も含む）。

②長時間労働者に対する医師による面接指導の強化。
③産業医・産業保健機能の強化（必要な情報提供や健康
相談の強化等）。
（4）雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する
（施行日2020年4月1日）

①パートタイム労働者・有期雇用労働者と正規雇用労働者
との不合理な待遇をなくすために、均等・均衡待遇の規定
の整備。
②派遣労働者と派遣先労働者との不合理な待遇をなくす
ために、均等・均衡待遇の規定の整備。
③パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者への
待遇に関する説明義務の強化。
④行政による事業主への助言・指導及び行政ADRの規定
の整備。

　自動車運転の業務に対して、上記（1）の①について、改
正法施行5年後に適用となっています。適用後の上限時間
は年960時間です。
＜中小企業への施行日について＞
（1）上記（1）の①「残業時間の上限規制」（2020年4月1日
施行）
（2）上記（1）の③「残業時間外割増率の見直し」（2023年
4月1日施行）
（3）上記（4）「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」
（2021年4月1日施行）

（1）時間外労働の上限規制
　前号でも触れましたが、現在、時間外労働の上限に規制
はなく、特別条項付きの36協定を締結すれば、その時間ま
で労働させることが認められていました。しかし、今回の法
律改正により、時間外労働の上限が定められ、これを超え

一般社団法人ＳＲアップ21
兵庫会所属／社会保険労務士 夢野 智行＝文

－2019年4月から施行となるものは－

働き方改革のための関連法の施行日

助成金について

今年4月から施行となる改正点は？

働き方改革関連法（労働法改正）の概要

一般社団法人 SRアップ21（https://www.srup21.or.jp）
平成6年8月に設立、社会保険労務士（SR）による人事・労務管理の実務家集団で、北は北海道から南は沖縄まで全国的に活動。弁護士・税理士・行政書士など専門
士業との関係強化を積極的に図り、企業のあらゆる相談や手続きをワンストップサービスでサポートしている。
◆職場でよくあるトラブルをドラマ仕立てにしたDVD『人事労務トラブル110番vol.5』販売中。本誌読者割引あり。お申し込みはホームページから。
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